
 

（システム施行） 

 

保 体 号 外   

令和８年５月１９日   

 

県立学校長 殿 

 

保健体育安全課長 

（公印省略） 

 

クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について（通知） 

  

このことについて、別添のとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課外１者

から事務連絡がありましたので、承知願います。 

表題の件については、令和７年１０月３１日付け保体号外「クマの出没に対する学校及び登下校の安全

確保について（通知）」にて周知したところですが、春になり県内各地において、人の生活圏でのクマの

出没情報等が多数発生しております。宮城県内全域には４月１９日から宮城県野生鳥獣被害対策本部によ

る「クマ出没警報」が発令されておりますが、別紙の通り６月１８日まで継続となりました。 

各学校におかれましては、引き続き日頃からクマの出没情報に留意し、各地域の実情に応じた対策を検

討いただくとともに、危機管理マニュアルの見直しや学校及び登下校時、日常生活における注意喚起をお

願いします。 

なお、学校近辺でのクマ出没情報等への対応として、メール等による注意喚起や警察へのパトロール強

化要請をはじめとする「事故を未然に防ぐ対応」を取られた場合は、その内容について下記担当まで速や

かに一報願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

担 当：学校安全・防災班 佐藤 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp 

 



 

（電子メール施行）  
 

保 体 号 外 

令和８年５月１９日 

 

市町村教育委員会学校安全主管課長 殿  
 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について（通知）  
 

 

本県の教育行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件について、別添写しの通り県立学校に周知しましたので、承知願います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜担 当＞ 

担 当：学校安全・防災班 佐藤 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp 

 



 

（システム施行） 
保 体 号 外   

   令和８年５月１９日   
 

 

教育事務所長 殿 

 （学校安全教育担当者 扱い） 

 

 

保健体育安全課長 

（公印省略） 

 

 

クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について（通知） 
 
 

このことについて、別添写しのとおり各市町村教育委員会学校安全主管課長宛て通知しましたの

で、承知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

担 当：学校安全・防災班 佐藤 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp 

 



 

事 務 連 絡 
令和８年５月１５日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課   

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  

附属学校を置く各国公立大学法人担当課  

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた   

各地方公共団体の学校設置会社担当課   

各文部科学大臣所轄学校法人担当課  御中 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課   

各都道府県教育委員会専修学校主管課   

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課  

専修学校を置く各国立大学法人担当課   

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課   

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課   

  

 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課  
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 

 
クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について 

 

このことについては、令和７年 10 月 30 日付事務連絡にて周知等をしたところです

が、昨秋同様、春になり全国の様々な地域において、市街地や集落など人の生活圏での

クマの目撃情報等が発生しております。例年春から夏にかけてのクマの出没情報数は６

月が多くなる傾向があり、引き続きクマ出没に対する学校生活や登下校の安全確保や不

安解消についての対応が求められているところです。 

クマの出没に対する児童生徒等の安全確保については、上記事務連絡の発出や、都道

府県等教育委員会向け緊急連絡会の開催（同年 11 月６日）を通じて、クマの出没時に

おける児童生徒の安全確保に関し、通学路の点検・変更等の安全対策の実施や、各地域

の実情に応じた学校の危機管理マニュアルの改訂等について、環境省作成の「クマ類の

出没対応マニュアル－改定版－」やクマの生息地域を有する教育委員会の取組事例を交

えて周知したところです。 

上記資料等に加え、本年３月の環境省作成「―クマによる人身被害事例から―クマに

出会わないためにできることや出会ってしまった時の対処について」（別添１）等も参

考に、引き続き、日頃からクマの出没情報に留意し、必要に応じて、通学路の点検や変

全国的にクマの目撃情報が多発していることを踏まえ、児童生徒等の安全を確保するた

め、各地域の実情に応じた対策の検討や注意喚起等をお願いします。 



 

更、クマの出没時の安全対策や連絡体制など、各地域の実情に応じた対策を検討いただ

くとともに、危機管理マニュアルの見直しや学校及び登下校時、日常生活における注意

喚起をお願いします。 

また、対策の検討に当たっては、地方公共団体の鳥獣行政担当部局や警察等の関係機

関と連携・協力を図るなど、クマの出没時に迅速かつ的確に対応できるよう対応の検討・

体制整備に努めるようお願いします。特に児童生徒等への安全指導・安全教育について

は、クマの生息地域を有する教育委員会の取組事例（別添２及び別添３、昨年 10月 30

日付事務連絡添付資料３及び４に該当）を参考に、クマの出没時を想定した児童生徒等

への安全指導・安全教育を徹底いただきますようお願いします。 

加えて、文部科学省においては「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」において、

登下校見守りボランティアの活動にあたってクマ対応に必要となる消耗品（例：クマ鈴、

クマ用ベル、ホイッスル等）に加え、子供たちの安全確保に必要な携帯品に対する経費

として児童生徒分も含めて支援しています。また、学校における安全対策の取組につい

ても、児童生徒等への安全指導・安全教育も含め、「学校安全教室推進事業」や「学校

安全総合支援事業」にて支援しておりますので、必要に応じてご活用をお願いします。 

このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会においては所管の学校（専修学

校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主

管部課においては所轄の学校法人及び学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担

当課においては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受

けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び学校に

対し、各文部科学大臣所轄学校法人担当課においてはその設置する学校に対し、厚生労

働省の専修学校主管課においては所管の専修学校に対して、それぞれ周知いただくよう

お願いします。 

 周知に際しては、全ての学校に一律に周知するのではなく、その周知先を適切にご判

断いただくとともに、各学校において留意が必要な点を整理するなど、効率的・効果的

な周知を行っていただくようお願いします。 

 

（別添１） 

「―クマによる人身被害事例から―クマに出会わないためにできることや出会ってし

まった時の対処について」令和８年３月環境省作成 

 

（別添２） 

花巻市教育委員会等クマ出没対応マニュアル［岩手県花巻市教育委員会］（昨年 10月 30

日付事務連絡別添３に該当） 

 

 

 



 

 

（別添３） 

男鹿市教育委員会クマ出没対応マニュアル［秋田県男鹿市教育委員会］（昨年 10 月 30

日付事務連絡別添４に該当） 

 

（別添４） 

「熊の出没に係る警察の対応について（通達）」令和８年５月８日警察庁 

 

（参考） 

「クマ類の出没対応マニュアル－改定版－」令和３年３月環境省作成 

 

 

 

＜本件担当＞ 
文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室 
電話：03-6734-2695  E-Mail：anzen@mext.go.jp 
 
環境省自然環境局 
野生生物課鳥獣保護管理室 
電話：03-5521-8285  E-Mail：shizen-choju@env.go.jp 
 
 

https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-4a/pdfs/manual_gaiyou.pdf
mailto:anzen@mext.go.jp
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必要ない

□　教職員等による巡回・立哨・出迎え等
□　警察・スクールガード等への支援要請
□　警察・学務管理課・こども課・就学前教育課への連絡
□　登校時におけるバス・タクシー・公用車の必要性判断（教育委員会）

□　園・学校が得た情報を正確に伝達
□　登園・登校時の注意事項指示
□　自家用車等での登校依頼（徒歩・自転車での移動は避ける）

　　保護者等が送迎できない場合、バス・タクシー・公用車の利用希望確認
□　市から配布したクマ除けベルの装着確認を依頼
□　クマ撃退スプレーの在庫確認
□　必要に応じて、付き添いや見守り等の依頼

子どもの安全確保
□　全員の所在確認
□　教室（屋内）への避難及び待機
□　屋外での活動の制限

職員間での情報共有と対応協議
□　警察・学務管理課・学校教育課・こども課・就学前教育課・学童クラブへの連絡

児童生徒への連絡
□　業間時間・昼休み時間の過ごし方の指導

保護者への連絡（メール配信等）
□　園・学校が得た情報を正確に伝達
□　園・学校の対応

職員間での情報共有と対応協議
□　下校手段の検討

通学路の安全確保
□　職員による巡回・立哨・付き添い等
□　警察・スクールガード等への支援要請

児童生徒への連絡
□　下校時の注意事項伝達
□　下校時刻及び下校方法（集団下校、保護者への引き渡し等）の徹底

保護者への連絡（メール配信等）
□　下校時刻及び下校方法（集団下校、保護者への引き渡し等）
□　自家用車等での下校依頼

　　保護者等が送迎できない場合、バス・タクシー・公用車の利用希望確認
□　市から配布したクマ除けベルの装着を確認（装着していない場合は貸与）
□　必要に応じて、迎えや見守り等の依頼

保護者への連絡（メール配信等）
□　最新情報の提供
□　翌日の登校方法等
□　学校が実施する通学路の安全対策
□　休日等、校外での過ごし方の指導
□　市から配布したクマ除けベルの装着を改めて依頼
□　不安を訴える子どもの確認と心のケア依頼

☑　クマ出没時の対応チェック表

□チェックボックスで確認！

クマの出没情報

　最新情報の収集及び状況に応じ
て、教育委員会・警察・スクール
ガード等関係機関との連携

緊急対応が必要か
必要

継
続
対
応

登
　
校
　
前

職員の緊急招集、情報共有と対応協議

保護者への連絡（メール配信等）

通学路の安全確保

在
　
校
　
時

下
　
校
　
時

令和８年度 花巻市教育委員会等クマ出没対応マ ニ ュ ア ル

○ 学校の近くに出没した

○ 人に危害が加えられた

○ 主要通学路に出没した

別添２

satou-youhei
長方形



東和総合支所
地域振興課
(42-2111)

農村林務課
(23-1400)

警察署
(110)

大迫総合支所
地域振興課
(48-2111)

石鳥谷総合支所
地域振興課
(45-2111)

関係中学校
校　 長 (999-9999-9999)
副校長 (999-9999-9999)

児童指導生徒指導

関係機関
警　　察

鳥獣保護員
猟友会

市内各高校
など

就学前教育課・
こども課

鳥獣保護員
猟友会
消防署

関係保育園・幼稚園・学童

関係中小学校
(99-9999)
(99-9999)

農村林務課 (23-1400)
大迫総合支所地域振興課 (48-2111)
石鳥谷総合支所地域振興課 (45-2111)
東和総合支所地域振興課 (42-2111)

スクールガード
(999-9999-9999)
(999-9999-9999)

保護者

保育園・幼稚園・学童
小中学校

【教育委員会】
学務管理課・
就学前教育課
【健康こども部】

こども課

学務管理課

　 関係幼稚園・保育園・学童
園　長 (999-9999-9999)
園　長 (999-9999-9999)
指導員 (999-9999-9999)

保護者

保護者
保護者

スクールガード
(999-9999-9999)
(999-9999-9999)

関係小学校
校　 長 (999-9999-9999)
副校長 (999-9999-9999)

時間内：Logoチャット

時間外：Logoチャット

連 絡 網

時間内：校務系支援システム

時間外：電話又は校務系支援システム

園・学童・学校付近にクマが出没した場合

時間内：Logoチャット・電話

時間外：Logoチャット又は電話

①

②③

④



（市教委→出没学校の小・中学校の緊急連絡先・LoGoチャット）

【熊情報】市教委の○○です。本日○時頃、○○第○地割○番地付近にて成獣１頭の目撃情
報あり。○○方面に向かっていったとのこと。警察、猟友会に連絡済。広報車で注意喚起中。注
意喚起をお願いします。

出没学区の小・中学校のLoGoチャット（校長先生及び副校長先生）及び
緊急連絡先に送信します。

受信確認後は、必ず確認した旨の返信をお願いします。

（※学区境界付近の場合は周辺小・中学校にも送信します。）

【時間外（平日早朝・夜間、休日）におけるSMS等での発信例】



各校における対応例

◎ 普段から保護者・地域・関係機関とクマが出没した際の対応を協議しておく

・ 校舎近辺の草木を切って、明るく、見通しを良くしておく（●）

◎ 巡回・立哨・出迎え等の時間や役割分担、位置等を決めておく

◎ 保護者への連絡（一斉メール等）

・ 保護者による付き添いや見守り等の依頼など（●）

◎ クマ除けベルの装着確認等

◎ クマ撃退スプレーの確認

（使用方法等を予め確認しておく）

[使用方法動画リンク：https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku/oshirase/1024670.html]

◎ スクールガードへの協力依頼

◎ 出没場所が学校近くの場合は・・・

・ 朝・夕の大音量での放送による追い払い

・ 雷管・爆竹・ロケット花火による追い払い

（近隣住民への周知が必要）

・ １人で行動しないで、複数体制で対応する

子どもへの指導例

◎ １人で行動しないで、友達と一緒に行動する

◎ 集団登下校の指導

◎ 携帯品の指導

・ クマ除けベルの装着

・ 空のペットボトル（パコパコという音が嫌い）

◎ 食べ物を持ち歩かない

◎ クマを見かけたら、近くの大人やどこでもいいので近くの民家に保護をお願いすること

◎ 屋外での遊びの指導（山や藪などでの遊びは控えること）

◎ クマが近くにいるサインがあったら、その場から離れる

・ 糞がある（人間と同じかちょっと大きめ）

・ 足跡がある（幅は成獣で7～13㎝）

クマの習性（猟友会より）
● ６月から10月頃までの出没が多い。

● トウモロコシ、ブルーベリー、桑の実、リンゴ、カキ、クリ、ドングリ、などを好んで食べる。

※上記のほか、家庭で排出する残飯なども好む

● 畑に出てきたクマに襲われることがある。

● エサを求めて移動する。

● クマの繁殖期（７月～８月）にはオスの行動範囲が広くなり、子連れのメスは性格が荒くなる。

● 草木を切って明るくするとよい。熊は暗いところに出る。

● 脅すと、怖がって襲ってくる。

● 子連れの場合、何もないところに出て、子グマが遊んでいることがある。

● 出没は夕方から朝方にかけて多くなる。

● 行動範囲が広いが、出没場所は同じ場所が多い。

● 驚いた場合は、パニックになりどこに向かうかわからない。

● 子クマを見ても絶対に近づかない。

● 夏の暑いときは、川で遊んでいることがある。

● 嗅覚がものすごく敏感で、においにつられて来ることがある。

● もしも、クマに出会ってしまったら

・ 背中を見せて走って逃げないで（本能的に襲ってくる）ゆっくりと後ずさりして離れる

・ カバンなどを持ち物を置いて、それにクマが気を取られている隙に逃げる

・ クマが興奮するので、大声で叫んだり、石や棒などを投げつけない

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku/oshirase/1024670.html


男鹿市教育委員会 クマ出没対応マニュアル 

令和７年１１月改訂 男鹿市教育委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆クマ（ツキノワグマ）が近くにいるサイン 

・糞（ふん）がある。色や形は食べ物によって変わる。  

・足跡がある。（横幅１０ｃｍくらい。指が５本。） 

・クマ剥ぎ（スギやヒノキの根元から２ｍぐらいまでの樹皮が剥がされた痕跡）がある。 

・クマ棚（樹上に折った枝を集めたもの。クマが枝を折りながらドングリなどを食べた跡）がある。 

    ←クマ棚  

 ↑クマの足跡（左：前足、右：後足） 

 

☆クマ（ツキノワグマ）の習性 

・昼行性で、特に朝と夕方の薄暗い時間帯に最も活発に活動する。  

・農作物や実のなる庭木などに通うことを覚えたクマは、人に見つからないよう、夜に活動すること

もある。 

・警戒心が強いため、うす暗いところに出やすい。  

・エサを求めて移動する。行動範囲が広い。 

・嗅覚が鋭く、においにつられてくることがある。 

・臆病だが、脅かすと怖がって襲ってくることがある。 

・自然界にない大きな音、音楽が苦手。  

 

【春】冬眠から目覚める季節              【夏】子グマ→独り立ち、大人グマ→交尾の季節  

・植物の新芽や山菜、タケノコを食べる。       ・山の中に食べ物が少ない季節のため、 

農作物などを狙って人里に出やすい。 

 

【秋】冬眠に備えて脂肪を蓄える季節        【冬】冬眠の季節  

・活発に活動する。                        ・秋に十分に脂肪を蓄えることができないと、  

・食べ物を探すため、夜も活動する。           冬眠が遅れることもある。 
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☆各校における平時の対応策の例 

〇校地内にクマを近付けないための対策 

・実のなる樹木等は、早めに収穫する。 

・クマのエサになるようなものを放置しない。 

・草等を刈り払い、クマが隠れられる茂みをなくす。 

・朝や夕方、外での活動の際に音楽をかける等、クマが嫌がる音を出す。  

 

〇関係機関との連携、保護者へ連絡体制の確認 

・関係機関（市教育委員会、市担当課、警察等）との連絡体制（別紙参照）を確認しておく。  

・有事（クマの痕跡、目撃情報等）の際のパトロールを依頼する。 

・保護者へ情報提供と注意喚起をする。  

 

〇有事（クマの痕跡、目撃情報等）の際の対応についての協議 

・１階出入口（玄関、窓等）の施錠箇所を確認する。 

・屋外での活動（外遊び、体育、部活動等）を屋内での活動に切り替える。  

・登下校の対応（集団登下校、引渡し、保護者による送迎等）を確認する。 

 

〇児童生徒への安全指導 

自分の身を守り、クマを寄せ付けないための方策について 

・登下校時に、音の出るもの（クマよけ鈴、自転車のベル等）を携行する。  

・一人で行動せず、複数の人を行動する。 

・食べ物を持ち歩かない。 

・クマが近くにいるサイン（足跡など）を見付けたら、その場を離れ、大人に知らせる。 

 

 クマに出遭った際の対処法について 

・ゆっくりと後ずさりして逃げる。（背中を向けたり、走って逃げたりしない）  

・カバン等の持ち物を置いて、クマが気をとられている隙に逃げる。 

・大声で叫んだり、石や棒を投げつけたりしない。（クマを興奮させない） 

・近くに逃げ込める建物や車がある場合は、すぐに避難し、保護してもらう。 

 

 クマに襲われそうになった際の対処法について 

・両手を首の後ろで組んで、顔を伏せる姿勢をとる。（頭部や頸部への致命傷や、顔面の大ケ 

ガを防ぐポーズをとる） 

 

 

 

 

 

 



クマ出没時の対応チェック表 

 

 

 

 ※学校の近く（学区内）に出没した、通学路に出没した等 

 

登  

 

校  

 

前  

□職員間の情報共有と対応の協議  

□保護者への連絡（一斉メール配信） 

 ・クマ出没情報等の提供  

 ・登校時の注意事項の指示  

 ・保護者による送迎、登校時間の変更、自宅待機等、対応についての指示  

  （状況に応じて判断する）  

□関係機関への連絡（警察・市教委）  

 

在

校

時  

□職員間の情報共有と対応の協議  

□児童生徒の安全確保と安全指導  

 ・児童生徒の所在確認  

 ・屋内への避難指示、屋外での活動の制限（外遊び、体育、部活動等）  

 ・校舎１階の施錠確認  

 ・在校時及び下校時の注意事項の指導  

□関係機関との情報共有   

・通学路の安全確認  

 ・関係機関による学校周辺及び通学路の巡回の依頼等  

□保護者への連絡（一斉メール配信） 

 ・クマ出没情報等の提供  

 ・下校等に関する連絡（保護者による送迎、引渡し、部活動休止等）  

 ・翌日の登校に関する注意事項等の指示・連絡  

※安全が確保されるまで上記の対応を継続する。  

 

 

クマの出没情報 

緊急対応が必要か 必要なし 
〇関係機関との情報共有  

〇パトロール等の依頼  

必要  



クマ出没時の連絡体制（連絡網） 

 

 

 

  

○学校に目撃情報等が寄せられた際には、教育委員会に第一報を。 

○緊急性が高い場合は、警察署にも速やかに連絡を。 

各小・中学校 保護者 

警察 

・１１０番 

・男鹿署 

２４－２２３３ 

・駐在所 

（      ） 

 

男鹿市教育委員会 

・市役所代表 

２３－２１１１ 

・こども未来課 

２４－９１０１ 

・教育総務課 

 ２４－９１００ 

 

関係各機関 

○学区内各校 

○○小 

（        ） 

○○中 

（        ） 

 

○児童クラブ 

（        ） 

 

 
市役所関係課 

・危機管理課   ２４－９１１３ 

・農林水産課   ２４－９１３９ 

 

【報告事項について】 

○目撃場所       ○目撃日時・時刻      ○クマの情報（大きさ・頭数等） 

○負傷者の情報    ○今後の対応 

 



警 視 庁 地 域 部 長 

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 

警 視 庁 警 備 部 長 

各 道 府 県 警 察 本 部 長 

（参考送付先） 

各管区警察局広域調整部長 

各 方 面 本 部 長 

各 附 属 機 関 の 長 

 

 

 

原議保存期間 １年（令和 10 年 3 月 31 日まで） 

有効期間 二種（令和 10 年 3 月 31 日まで） 

警察庁丁生企発第 298 号、丁保安発第 57 号 

   丁備三発第 91 号         

令 和 ８ 年 ５ 月 ８ 日 

警察庁生活安全局生活安全企画課長 

警 察 庁 生 活 安 全 局 保 安 課 長 

警察庁警備局警備運用部警備第三課長 

 

熊の出没に係る警察の対応について（通達） 

昨年末から熊による人の生活圏への出没事案や人身被害事案の増加を受けて、「熊の

出没による人身被害防止のための対応について」（令和７年 10 月 24 日付け警察庁丁生

企発第 657号ほか）、「市街地等に出没した熊の駆除への対応について」（令和７年 11月

12 日付け警察庁丁保発第 209 号ほか。以下「熊駆除対応ＰＴ通達」という。）等におい

て、熊の出没による人身被害防止のための対応等を指示してきたところであるが、今年

度に入っても、東北地方を中心に熊による人身被害が発生しているほか、警察官の受傷

事故もあることから、熊の出没に係る警察の対応について、下記の内容を含む上記通達

での指示事項を改めて徹底されたい。 

記 

１ 児童生徒を含む地域住民の安全確保の徹底 

熊の出没事案が発生した場合は、避難誘導や現場周辺に対する立入規制、赤色警光

灯や車載マイクを活用した警戒活動等による地域住民の安全確保を図ること。特に、

出没箇所が学校やその周辺及び通学路等の児童生徒が多く集まる場所である場合に

は、学校関係者や自治体関係者と連携し、登下校時間帯や子どもが外出する時間帯に

おける警戒を強化するなど、児童生徒を含む子どもが熊の被害に遭うことがないよう

対策を徹底すること。 

２ 熊の駆除を行うための体制の早期確立 

（１）「熊駆除対応ＰＴ通達」により被害の発生状況等を踏まえた熊の駆除を行うための

体制の確立について指示しているところであるが、いまだ体制を確立していない都道

府県警察においても、今年度の熊の出没状況に応じて速やかに体制を確立できるよう

にしておくこと。 

（２）体制を確立した場合には、市街地に熊が出没した際、適切に熊の駆除の任務に当

たることができるよう、市町村をはじめとする関係機関・団体との連携に努めるとも

に、これら関係機関・団体との合同訓練等を積極的に実施するなどして、現場対応ユ

ニットの知識及び射撃技術の維持向上のための取組を推進すること。 

殿 

別添４

satou-youhei
下線

satou-youhei
下線

satou-youhei
下線

satou-youhei
下線

satou-youhei
長方形



３ 受傷事故防止の徹底 

熊出没事案への対応時には、防護用資機材を着用するなど、警察官の受傷事故防止

のための対策を徹底すること。また、熊に襲われたと思料される者の救出作業に当た

っては、熊に襲われる可能性が特に高いため、確実に防護用資機材を着用するととも

に、熊が出没することを前提に万全の備えで対応にあたること。 

 

【本件担当】 

（全般） 

生活安全局生活安全企画課企画法制第二係 

警 電：800-3025、3024 

メール：npa_sm_kikaku_housei@national.police.jp 

生活安全局生活安全企画課地域警察指導室安全対策係 

警 電：800-3583 

（ＰＴ関連） 

生活安全局保安課銃刀・危険物係 

警 電：800-3204 

警備局警備運用部警備第三課企画係、運用係 

警 電：800-5525、5725 

 

 

 

mailto:npa_sm_kikaku_housei@national.police.jp


 

 

 

 

【宮城県野生鳥獣被害対策本部】 

「クマ出没警報」発令を継続します 
 

県では、先月１９日から本日までの期間、県内全域に「クマ出没警報」を発令しており

ますが、依然、目撃等件数が高い水準にあること等から、警報発令を継続いたします。 

県民の皆様には、引き続き人身被害防止のための一層の警戒をお願いいたします。 

 

記 

１ 発令内容 クマ出没警報 

２ 対象地域 県内全域 

３ 発令期間 令和８年５月１９日（火）から同年６月１８日（木）まで 

４ 県民の皆様へのお願い（クマによる人身被害への注意・警戒） 

（１）「クマ目撃等情報マップ」を参考に、①朝夕の行動を避ける、②クマ鈴など音を

鳴らす、③多人数で行動する、④生ゴミを放置しないなど、基本的な遭遇防止対策

の徹底をお願いします。 

（２）山林内では、沢沿いや背丈の高い藪など、クマの行動ルートになる場所には近寄

らないようお願いします。 

（３）クマに遭遇したときは、急な動作をするとクマを刺激し、襲われる可能性が高い

ので、落ち着いて静かに背中を見せないようにして離れてください。 

（４）クマに襲われた場合は、地面に腹ばいになり、両手で首の後ろをガードして首や

頭を守ってください。 

【参考情報】ツキノワグマの被害に遭わないために 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/kumatyuui.html#awanaitameni 

５ その他 

（１）令和８年度クマ目撃等情報 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/r8kumamokugeki.html 
 

（２）令和８年５月のクマ目撃等件数 122 件（※18日午前 9時時点） 
 

【市町村別の内訳】 

仙台市 36、石巻市 4、気仙沼市 3、白石市 3、名取市 4、岩沼市 4、登米市 6、栗原市 4、 

東松島市 4、大崎市 15、富谷市 5、蔵王町 5、村田町 2、川崎町 3、丸森町 1、 

松島町 7、利府町 1、大和町 9、大郷町 2、南三陸町 4 
 

（３）過去５年間におけるクマ目撃等件数の推移 

年度 令和 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度  (参考) 8 年度 

目撃等件数 680 件 549 件 1,357 件 800 件 3,559 件  260 件 

（うち 4 月） （24 件） （34 件） （25 件） （32 件） （26 件）  （138 件） 

（うち 5 月） （123 件） （99 件） （96 件） （91 件） （111 件）  （122 件） 
 

記 者 発 表 資 料 
令 和 ８ 年 ５ 月 １ ８ 日 
対策本部事務局（自然保護課） 
担 当 尾形、飯渕 
電 話 022-211-2673 
sizenw2@pref.miyagi.lg.jp 

宮 城 県 
Miyagi Prefecture 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/kumatyuui.html#awanaitameni
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/r8kumamokugeki.html


宮城県クマ出没注意報等発出実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は県民にクマに対する注意を喚起し、県内における、クマによる人身被害

を防止するため、クマの出没に係る予報、注意報及び警報の発出について必要な事項を定

める。 

 

（注意報等の名称） 

第２条 注意報等の名称は次のとおりとする。 

（１）クマ出没シーズン予報（以下「予報」という。） 

（２）クマ出没注意報（以下「注意報」という。） 

（３）クマ出没警報（以下「警報」という。） 

 

（予報の基準及び発表時期） 

第３条 予報は、県が行うブナ豊凶調査結果を受け、１１月下旬（冬季出没予報）及び２月

下旬（春季～秋季出没予報）の２回発表する。 

 

（注意報発出の基準） 

第４条 注意報は、次の基準に該当するかを踏まえ、総合的に判断し発出する。 

（１）当該月のクマの目撃等件数が過去５年の同月平均値の１．２５倍以上のとき。 

（２）人身被害が発生したとき。 

（３）その他クマの出没による人身被害の発生が懸念されるとき。 

 

（警報発出の基準） 

第５条 警報は、次の基準に該当するかを踏まえ、総合的に判断し発出する。 

（１）当該月のクマの目撃等件数が過去５年の同月平均値の１．５倍以上のとき。 

（２）クマによる死亡事故が発生し、又はけがなどの人身被害が、直近の人身被害と同一の

市町村若しくは隣接市町村で発生し、かつ発生日から起算して１か月以内に発生したと

き。 

（３）その他クマの出没による人身被害の拡大が危惧されるとき。 

 ２ ただし、冬期など目撃等件数が急激に減少した場合等については、気象予報など条件

に応じ、基準に関わらず前条に基づく注意報とすることができるものとする。 

 

（注意報及び警報の発出期間） 

第６条 注意報等の発出は期間を定めて行うものとする。ただし人身被害の拡大のおそれが

ある場合は、期間を延長することができるものとする。 

（１）注意報の発出期間は、原則として発出した日から１か月間とする。 

（２）警報の発出期間は、第５条（１）の場合は発出した日から１か月間とし、同条（２）

又は（３）の場合は原則として発出した日から２週間とする。 

 

（注意報及び警報の発出区域） 

第７条 注意報及び警報を発出する区域は、別表１に掲げるとおりとする。 



（注意報等の周知） 

第８条 県は、予報を発出したときには県のホームページで周知し、注意報及び警報を発出

したときは、県のホームページ等や報道機関を通じて県民に周知するとともに、別表２に

掲げる関係機関にその旨を通知し、注意喚起の徹底を図るものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和５年３月３０日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年２月２９日から施行する。 

 

【別表１】 

分類 該当条項 発出区域 備考 

注意報 
第４条（１） 

原則として
県内全域 

－ 
第４条（２） － 
第４条（３） － 

警報 

第５条（１） 
原則として
県内全域 

－ 
第５条（２） 状況に応じて、市町村単位又は圏域等によ

り複数市町村を対象とすることができるも
のとする。 

第５条（３） 

 

【別表２】 

分類 関係機関等 注意報 警報 

国関係機関 
環境省東北地方環境事務所 〇 〇 
林野庁東北森林管理局 〇 〇 

警察 宮城県警察本部（生活安全企画課、地域課） 〇 〇 

県関係機関 

宮城県農政部（農山漁村なりわい課） 〇 〇 
宮城県水産林政部（林業振興課、森林整備課） 〇 〇 
宮城県土木部（河川課） 〇 〇 
宮城県教育庁（保健体育安全課） 〇 〇 
宮城県林業技術総合センター（環境資源部） 〇 〇 
各地方振興事務所地域事務所（林業振興部） 〇 〇 

市町村 市町村（鳥獣行政担当課室） 〇 〇 
狩猟団体 一般社団法人 宮城県猟友会 × 〇 
その他 その他（必要に応じ連絡が必要と判断される

機関） 
× 〇 
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